
議案第３５号 

災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について

 災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を

次のように定める。

  平成２５年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例 

 （三豊市防災会議条例の一部改正） 

第１条 三豊市防災会議条例（平成 18 年三豊市条例第 19 号）の一部を次のように改

正する。 

第１条中「昭和 36 年法律 223 号」の次に「。以下「法」という。」を加え、「及び

水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第３３条第１項及び第５項」を削る。 

第２条第１号中「作成し、」の次に「及び」を加え、同条第２号中「三豊市水防計

画」を「水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第３３条に規定する三豊市水防計画」に

改め、同条第３号を次のように改める。 

 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

第２条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第５号とし、同号の

前に次の１号を加える。 

 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

第３条第１項中「委員」の次に「２０人以内」を加え、同条第５項各号を次のよ

うに改める。 

 指定地方行政機関（法第２条第４号に規定するものをいう。以下同じ。）の職

員 

 香川県の知事の部内の職員 

 香川県警察の警察官 

 三観広域行政組合の消防本部消防長 

 本市の教育委員会教育長 

 本市の消防団長 

 本市の職員（前２号に規定する者を除く。） 

 指定公共機関（法第２条第５号に規定するものをいう。以下同じ。）又は指定

地方公共機関（法第２条第６号に規定するものをいう。以下同じ。）の職員 

 自主防災組織（法第５条第２項に規定する自主防災組織をいう。）を構成する

者又は学識経験のある者 
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 前各号に掲げるもののほか、防災行政を推進する上で市長が特に必要と認め

る者 

第３条第６項を次のように改める。 

６ 委員（前項第４号から第６号までに規定する者を除く。)の任期は、２年とし、

再委嘱又は再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期

間とする。 

第３条第７項を削る。 

第４条第２項中「関係指定地方行政機関」を「指定地方行政機関」に、「市の」を

「本市の」に、「関係指定公共機関」を「指定公共機関」に、「関係指定地方公共機

関」を「指定地方公共機関」に、「識見を有する者」を「学識経験のある者」に改め、

同条第３項中「ときは、」の次に「解嘱され、又は」を加える。 

第５条を次のように改める。 

（事務局） 

第５条 防災会議の事務を処理するため、防災会議に事務局を置く。  

２ 事務局は、事務局長その他の職員で構成する。  

３ 事務局長は、総務部総務課長の職にある者をもって充てる。 

４ 事務局長は、会長の命を受け、局務を掌理する。 

 （三豊市災害対策本部条例の一部改正） 

第２条 三豊市災害対策本部条例（平成 18 年三豊市条例第 20 号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「第２３条第７項」を「第２３条の２第８項」に改める。 

第２条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項を第３項とする。 

附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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【議案第35号関係】 

災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

新旧対照表(抄) 

【第1条関係】
三豊市防災会議条例(平成18年三豊市条例第19号) 一部改正
改正後（案） 現   行

(趣旨) (趣旨) 
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223
号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、三
豊市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び
組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223
号)第16条第6項及び水防法(昭和24年法律第193号)第33条
第1項及び第5項の規定に基づき、三豊市防災会議(以下
「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な
事項を定めるものとする。

(所掌事務) (所掌事務) 
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 三豊市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進
すること。

(1) 三豊市地域防災計画を作成し、その実施を推進する
こと。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条に規定する三豊
市水防計画を調査審議すること。

(2) 三豊市水防計画を調査審議すること。

(3) 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する
重要事項を審議すること。

(3) 三豊市の地域に係る災害が発生した場合において、
当該災害に関する情報を収集すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べ
ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく
政令によりその権限に属する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政
令によりその権限に属する事務

(会長及び委員) (会長及び委員) 
第3条 防災会議は、会長及び委員20人以内をもって組織す
る。

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。 2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。 3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員
がその職務を代理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員
がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任
命する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任
命する。

(1) 指定地方行政機関(法第2条第4号に規定するものをい
う。以下同じ。)の職員

(1) 香川県職員 2人以内

(2) 香川県の知事の部内の職員 (2) 警察官 2人以内
(3) 香川県警察の警察官 (3) 市の職員 2人以内
(4) 三観広域行政組合の消防本部消防長 (4) 教育長
(5) 本市の教育委員会教育長 (5) 消防長及び消防団長
(6) 本市の消防団長 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認め

たもの

(7) 本市の職員(前2号に規定する者を除く。)  
(8) 指定公共機関(法第2条第5号に規定するものをいう。
以下同じ。)又は指定地方公共機関(法第2条第6号に規定
するものをいう。以下同じ。)の職員

(9) 自主防災組織(法第5条第2項に規定する自主防災組織
をいう。)を構成する者又は学識経験のある者

(10) 前各号に掲げるもののほか、防災行政を推進する上
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で市長が特に必要と認める者

6 委員(前項第4号から第6号までに規定する者を除く。)の
任期は、2年とし、再委嘱又は再任を妨げない。ただし、
補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

6 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、再任するこ
とができる。

 （削除） 7 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員) (専門委員) 
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員
を置くことができる。

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員
を置くことができる。

2 専門委員は、指定地方行政機関の職員、香川県の職員、
本市の職員、指定公共機関の職員、指定地方公共機関の職

員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任

命する。

2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、香川県の職
員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方

公共機関の職員及び識見を有する者のうちから市長が委

嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したと
きは、解嘱され、又は解任されるものとする。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したと
きは、解任されるものとする。

(事務局) (書記) 
第5条 防災会議の事務を処理するため、防災会議に事務局
を置く。

第5条 防災会議の書記は、総務部総務課が行う。

2 事務局は、事務局長その他の職員で構成する。
3 事務局長は、総務部総務課長の職にある者をもって充て
る。

4 事務局長は、会長の命を受け、局務を掌理する。

【第2条関係】
三豊市災害対策本部条例(平成18年三豊市条例第20号) 一部改正
改正後（案） 現   行

(趣旨) (趣旨) 
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223
号。以下「法」という。)第23条の2第8項の規定に基づ
き、三豊市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)
に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223
号。以下「法」という。)第23条第7項の規定に基づき、
三豊市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関
し必要な事項を定めるものとする。

(組織) (組織) 
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、
所部の職員を指揮監督する。

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、
所部の職員を指揮監督する。

(削除) 2 前項に規定する災害対策本部長は、法第23条第2項の規
定により市長をもって充てる。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策
本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策
本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策
本部の事務に従事する。

4 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策
本部の事務に従事する。
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